
　
平
成
二
十
八
年
度
の
住
民
税
Ὶ
国
民
健
康

保
険
税
Ὶ
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介
護

保
険
料
の
仮
徴
収
額
を
Ὶ
四
月
Ὶ
六
月
Ὶ
八

月
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金
か
ら
天
引
き
 
特

別
徴
収
 
し
ま
す
Ί
対
象
と
な
る
方(

世
帯)

は
左
表
の
と
お
り
で
す
Ί

▼
問
合
せ
　
税
務
課
課
税
係
　
Ԡ
28
・
２
４

３
４
　
保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療
係

Ԡ
28
・
０
９
１
７
　
保
険
課
高
齢
者
・
介
護

係
　
Ԡ
28
・
０
１
０
０

　
ひ
と
り
親
家
庭
や
両
親
の
い
な
い
家
庭
で

十
八
歳
未
満
の
方
が
Ὶ
高
等
学
校
Ὶ
高
等
専

門
学
校
Ὶ
高
等
専
修
学
校
に
入
学
す
る
際
に

入
学
祝
金
を
支
給
し
ま
す
Ί
該
当
さ
れ
る
方

は
Ὶ
申
請
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
▼
対
象
者

次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
　
ϱ
父
か
母
が
死
亡
し
た
児
童

ϲ
父
母
と
も
に
死
亡
し
た
児
童
　
ϳ
父
か
母

が
引
き
続
き
一
年
以
上
行
方
不
明
と
な
ℕ
て

い
る
児
童
▼
祝
金
額
　
遺
児
一
人
に
つ
き
二

万
円
▼
申
請
時
に
必
要
な
書
類
な
ど
　
ϱ
高

等
学
校
等
へ
の
在
学
Ὶ
入
学
年
度
を
証
明
す

る
書
類
 
学
生
証
等
 Ὶ
ϲ
印
鑑
Ὶ
ϳ
通
帳

▼
問
合
せ
　
福
祉
課
子
育
て
支
援
係
　
Ԡ
28

・
０
９
３
６

　
商
工
会
館
西
側
の
イ
ベ
ン
ト
広
場
は
Ὶ
地

元
商
店
Ὶ
地
域
の
活
性
化
を
目
的
と
し
た
施

設
で
す
Ί

　
フ
リ
ῴ
マ
ῴ
ケ
兊
ト
や
こ
ど
も
会
の
行
事

を
は
じ
め
と
し
た
各
種
団
体
の
行
事
に
活
用

い
た
だ
け
ま
す
Ί
料
金
は
無
料
で
す
Ί
利
用

を
希
望
す
る
方
は
Ὶ
利
用
し
よ
う
と
す
る
日

の
一
年
前
か
ら
前
日
ま
で
に
役
場
二
階
六
番

窓
口
地
域
振
興
課
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Ί

▼
問
合
せ
　
地
域
振
興
課
地
域
振
興
係
　
Ԡ

28
・
２
４
６
３

税
金
な
ど
の
特
別
徴
収

遺
児
に
高
校
入
学
祝
金
を
支
給

イ
ベ
ン
ト
広
場
の
ご
利
用
を

①平成28年２月に特別徴収（年金からの天引き）で納めている方（世帯）� ��

②平成28年４月から８月までの間に、新たに特別徴収（仮徴収）の対象になる方（世帯）�

　問合せ
　保険課国民健康保険・
　医療係
　☎28・0917

　問合せ
　保険課国民健康保険・
　医療係
　☎28・0917

　問合せ
　保険課高齢者・介護係
　☎28・0100

※対象の方（世帯）には、仮徴収額決定通知書を送付します。
※上記の条件に該当していても対象にならない場合があります。詳しくは各担当までお問い合わせください。

●特別徴収（仮徴収）対象者

世帯主が国民健康保
険の被保険者の世帯
世帯内の国民健康保
険の被保険者の方全
員が65歳以上75歳未
満で構成された世帯
世帯主の特別徴収の
対象となる年金が年
額18万円以上であり、
国民健康保険税が介
護保険料と合わせて、
年金額の２分の１を
超えない世帯

平成28年２月１日ま
でに後期高齢者医療
制度の被保険者にな
った方
被保険者の特別徴収
の対象となる年金が
年額18万円以上であ
り、後期高齢者医療
保険料が介護保険料
と合わせて、年金額
の２分の１を超えな
い方

平成28年２月２日ま
でに65歳以上になっ
た方
被保険者の特別徴収
の対象となる年金が
年額18万円以上の方

①

③

②

①

②

①

②

広報とよやま平成28年4月号

町政あんない�10

町

政

あ

ん

な

い

平成28年２月に特別徴収として年金から天引きされた税額・保険料額と同じ額を、特別徴収（仮徴

収）として４月、６月、８月の年金から天引きします。　

※平成28年４月から平成29年３月までの間に世帯主が75歳になる世帯の国民健康保険税については、

　納付方法が特別徴収から普通徴収（納付書か口座振替で納付）に変わります。　

※通知書は、日本年金機構が発送する年金振込通知書をもって代えさせていただきます。（介護保険

　料について、平成28年2月に特別徴収した保険料額と、6月、8月に年金から天引きする保険料額

　が異なる場合は、別途通知します。)

国民健康保険税
 後期高齢者医療保険料 介護保険料
住民税


新たに特別徴収（仮徴

収）の対象になる方は

いません。

　問合せ
　税務課課税係
　☎28・2434

　
平
成
二
十
八
年
度
の
固
定
資
産
税
の
縦
覧

と
閲
覧
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
Ί

　
縦
覧
と
は
Ὶ
納
税
者
が
自
己
の
土
地
や
家

屋
の
評
価
額
と
他
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額

と
を
比
較
し
て
Ὶ
適
正
か
ど
う
か
を
帳
簿
に

よ
り
確
認
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
Ί
閲
覧

と
は
Ὶ
納
税
者
本
人
が
所
有
す
る
土
地
や
家

屋
に
つ
い
て
Ὶ
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
内

容
を
確
認
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
Ί

　
縦
覧
・
閲
覧
と
も
住
所
・
氏
名
な
ど
を
確

認
で
き
る
も
の
 
運
転
免
許
証
な
ど
 
と
印

鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
Ί
代
理
の
場
合
は
委

任
状
も
必
要
で
す
Ί

　
借
地
借
家
人
の
方
は
賃
貸
借
契
約
書
を
提

示
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
Ὶ
閲
覧
の
み

で
き
ま
す
Ί

▼
縦
覧

▽
と
　
き
　
四
月
一
日 
金
 Ό
五
月
二
日 
月
 

の
午
前
八
時
三
十
分
Ό
午
後
五
時
十
五
分
 
土

日
祝
日
は
除
く
 
▽
と
こ
ろ
　
役
場
一
階
四

番
窓
口
税
務
課
▽
手
数
料
　
無
料

▼
閲
覧

▽
と
　
き
　
四
月
一
日 
金
 Ό
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日(

金
 の
午
前
八
時
三
十
分

Ό
午
後
五
時
十
五
分
 
土
日
祝
日
Ὶ
年
末
年

始
は
除
く
 
▽
と
こ
ろ
　
役
場
一
階
四
番
窓

口
税
務
課
▽
手
数
料
　
一
件
二
百
円
Ί
た
だ

し
Ὶ
縦
覧
期
間
中
は
無
料
で
す
Ί

▼
問
合
せ
　
税
務
課
課
税
係
　
Ԡ
28
・
２
４

３
４ 固

定
資
産
税
の
縦
覧
と
閲
覧


